
【別紙１】　業務一覧及び提案上限額

１　保守点検等業務（修繕費を除く） （円）

大住小

学校

田辺小

学校

草内小

学校

三山木

小学校

普賢寺

小学校

田辺東

小学校

松井ケ

丘小学

校

薪小学

校

桃園小

学校

田辺中

学校

大住中

学校

培良中

学校
1 自家用電気工作物保安管理 32,500,000

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 巡回点検 無 残留塩素測定（月1回）含む 17,500,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 建築物環境衛生管理 無 ビル管法対象施設3校分（三山木小・田辺

中・大住中）

20,000,000
○ ○ ○

4 受水槽、高架水槽保守点検 10,500,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 汚水ポンプ・排水ポンプ点検 田辺東小 750,000
○

6 簡易専用水道定期検査業務 ※ビル管法対象施設3校分は書類検査 1,000,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 プール循環濾過装置保守点検 シーズン前・後の年2回 5,000,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 消防用設備等点検 10,700,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 空調設備保守点検（ガス空調） 三山木小・田辺中 11,500,000
○ ○

10 給食室空調設備保守 3,850,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11 テレビ共聴設備点検 2,600,000
○

12 機械警備 現在、機械（防犯カメラ）警備のみ

長期継続契約中（R3.8.26～R8.8.25）

70,000,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 昇降機保守点検（身障者用・小

荷物用）

31,100,000
○ ○

○(小荷

物用のみ)

○(身障

者用のみ)

○(小荷

物用のみ)

○(身障

者用のみ)
○ ○ ○

○(身障

者用のみ)

○(身障

者用のみ)

○(身障

者用のみ)

14 樹木（低木）管理、除草等業務 5,000,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15 高木剪定業務 契約期間中各校２回実施 24,000,000
○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※)

16 害虫駆除業務 1,500,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 便器等清掃業務 12,800,000
○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※)

18 建築基準法第１２条点検

建築物・建築設備・防火設備

無 特定建築物定期調査は実施しない年度がある

が、5年均等分割として算出すること。

38,800,000
○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※)

19 非構造部材点検 劣化点検は実施しない年度があるが、5年均等

分割として算出すること。

30,000,000
○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※) ○(※)

20 フロン排出抑制法点検 無 簡易点検　小・中　12校分（年4回） 13,500,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
定期点検　三山木小・田辺中（3年1回） 2,500,000 ○(※) ○(※)

21 マネジメント業務費 32,500,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

合計（提案上限額） 提案額の内訳は問わないが、合計額は超えない

こと。

377,600,000

２　保守点検等業務（修繕費）

1 修繕（給食室以外） １３０万円以下の修繕に限る。 137,400,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 修繕（給食室） １３０万円以下の修繕に限る。 10,000,000
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

合計（提案上限額） 本想定上限額どおり提案すること。実際には実

施した業務に応じて精算払いとする。

147,400,000

525,000,000

（※）実施年度については、【別紙２　参考仕様書】を確認すること。

対象施設提案上限額

(60月総額)

総合計

ＮＯ 業務名 本市

発注実績

備考


